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１．定住自立圏及び市町村の名称

(1) 定住自立圏の名称及び特徴

日向圏域定住自立圏

本圏域を構成する１市２町２村は、日向市を中心市として圏域を構成していますが、

延岡市を中心市とする宮崎県北定住自立圏にも含まれ、圏域重複型の定住自立圏とな

っています。

(2) 圏域を形成する市町村（構成市町村）の名称

日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村

２．圏域の状況

(1) 位 置

本圏域は、宮崎県北部の１市２町２村で構成し、日向灘沿岸地域から九州山地の中

心地に及び、総面積は約１６万ｈａで、県全体の２１％を占めています。

沿岸部には、天然の良港「細島港」を中心とした工業地帯が発達するとともに、黒

潮が育む白砂青松の白浜が広がっています。

山間部は圏域面積の８０％を占める森林地帯となってお

り、特に、椎葉村から日向市を貫流する２級河川「耳川」

や「小丸川」「五十鈴川」流域の誇る森林資源は、林業大国

である宮崎県の中でも有数の規模を誇っています。

(2) 人 口

圏域の人口は、８２，１２８人（令和６年２月現在）で県全体の約７．９％を占め

ています。本圏域も他圏域と同様に減少傾向にあり、ピーク時の昭和５５年の人口１

０３，１３８人と比較すると、約２０．４％減少しています。

図１は、本圏域の自治体毎の人口の推移を示したものです。平成１２年度と令和２

年度の人口を比較すると、各自治体とも減少していますが、美郷町、諸塚村及び椎葉

村の減少数が大きいことが懸念されます。国立社会保障・人口問題研究所の推計値と

国勢調査の数値は、概ね同値となっておりますので、今後、急激な人口減少が進行す

ると予測されています。

また、国勢調査の人口ピラミッドによりますと、１８歳から４０歳代半ばまでの年

代は、全国に比較して著しく少ない状況となっております。本圏域には、大学などの

高等教育機関がなく、希望する就職先が少ないため、高校卒業後、進学や就職により

圏域外に転出し、そのまま居住する傾向が高いと推察されます。

図２は、本圏域と全国・宮崎県の高齢化率を示したものです。宮崎県の高齢化率は、

全国で１５位（令和４年１０月現在）であることからも、本圏域の高齢化が進展して

いることが分かります。
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出典：国勢調査

図１ 人口の推移

出典：国勢調査

出典：国勢調査

図２ 高齢化率の推移（圏域全体、宮崎県、全国）
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(3) 交通網

主要交通網は、海岸線と平行してＪＲ日豊本線と国道１０号が南北に走り、日向市

から椎葉村に至る国道３２７号、日向市から美郷町に至る国道４４６号、門川町から

美郷町に至る国道３８８号が基幹的なものですが、これらを補完するものとして、県

道、市町村道、基幹農林道などが相互に連絡しています。

さらに、現在、東九州自動車道や九州中央自動車道など、陸上高速交通体系の整備

により、交通アクセスの充実が一層図られることから、海上交通の要衝である重要港

湾「細島港」を核とする陸・海交通網がリンクすることで、物流機能の飛躍的な向上

が期待されます。

圏域を結ぶ公共交通機関としては、宮崎交通株式会社により路線バスが運行されて

いますが、輸送量の低迷により厳しい状況が続いています。こうしたことから、国、

県、圏域市町村、バス事業者等で、路線の再編を行い、圏域の唯一の公共交通である

路線バスの存続に向けて取り組んでいるところです。

今後も少子化による通学児童・生徒の減少が想定されるとともに、高齢化が急速に

進む地方においては、バスなどの公共交通は不可欠なものであるため、圏域市町村が

連携した取り組みが重要になっています。

(4) 産 業

沿岸部は港湾工業都市として発展してきました。重要港湾「細島港」を核とする細

島工業団地への企業立地が進む中、今後、港の機能充実と併せて九州中央自動車道等

の整備状況を視野に入れた内陸部の工業団地の新規整備についての検討も必要になっ

ています。

また、沿岸部では漁業も盛んですが、燃油価格高騰による経営悪化や漁業従事者の

高齢化、後継者不足等が大きな課題となっています。

山間部は日本でも有数の林業生産地帯となっていますが、現在、木材価格の乱高下

や林業経営者の高齢化、後継者不足など、非常に厳しい状況にあります。森林は、国

土の保全、水源のかん養、地球温暖化防止、保健休養の場といった多面的・公益的機

能を持っています。これらの機能の維持・強化を図るため、新植から保育、間伐、伐

採の循環システムの構築や、バイオマス燃料としての利活用など、森林資源の有効活

用が求められています。

就業人口は、令和２年の国勢調査では４１，８０９人で前回の調査と比較するとで

すが３％ほど減少、分類不能産業を除いた就業人口は１，２９５人減少しており、圏

域の人口減少に伴い、就業人口も減少しています。

日 向 市 28,868人 1,896人 (6.6%) 8,262人 (28.6%) 18,327人 (63.5%)

門 川 町 8,274人 587人 (7.1%) 2,663人 (32.2%) 4,977人 (60.2%)

美 郷 町 2,500人 953人 (38.1%) 365人 (14.6%) 1,178人 (47.1%)

諸 塚 村 845人 346人 (40.9%) 122人 (14.4%) 377人 (44.6%)

椎 葉 村 1,322人 436人 (33.0%) 245人 (18.5%) 638人 (48.3%)

合　計 41,809人 4,218人 (10.1%) 11,657人 (27.9%) 25,497人 (61.0%)

＊ただし、就業人口には分類不能産業を含むため、総計は一致しない。

産　業　別　就　業　人　口

第１次（比率） 第２次（比率） 第３次（比率）
自治体 就業人口

出典：国勢調査
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(5) これまでの広域連携の取組

本圏域は、耳川・小丸川・五十鈴川水系の豊かな森林資源に恵まれ、古くから文化・

経済を同じくする生活文化圏として密接な関係を築き発展を遂げてきました。さらに、

平成３年には、「日向・東臼杵市町村振興協議会」を設立し、圏域活性化のための各種

施策を実施してきた実績があります。

また、本圏域では昭和４７年から、ごみ焼却施設とし尿処理施設の事務を「日向地

区衛生施設組合」において広域処理していましたが、さらに、火葬場と一般廃棄物最

終処分場の整備を広域行政で行うため、同組合を発展的に解消し、平成１３年にこれ

らの４つの施設の設置及び管理運営事務を行う「日向東臼杵広域連合」を設立し大き

な成果をあげてきたところです。

各自治体の昼夜間人口比率と日向市への通勤通学比率（令和２年国勢調査より）

椎葉村

（1.028）

0.6％

諸塚村

（1.030）

4.6％

美郷町

（0.995）

14.1％

門川町

（0.882）

25.2％

日向市

（0.996）

中心市 周辺町村

市町村名の下の（）内の

数字は昼夜間人口比率

日向市への通勤通学比率

２０％以上

１０％以上２０％未満

１０％未満
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３．定住自立圏の将来像

本格的な人口減少社会の到来により、地方においては、今後、急激な人口減少と少子

高齢化の進行が予想されます。また、地方分権から地方主権への流れの中、地域が知恵

を出し、創意工夫をしながら地域の実情に応じた自主的・自立的な地域づくりを進める

ことが強く求められており、特に住民に一番身近な基礎自治体である市町村の役割はま

すます重要になっています。

本圏域は、歴史と伝統にはぐくまれ、豊かな自然環境にも恵まれた美しい地域です。

また、県内随一の国際貿易港「細島港」とその周辺の広大な工業用地を擁し、後背地の

豊かな森林資源とあわせると、非常に高い発展可能性を秘めており、今後、東九州自動

車道や九州中央自動車道の整備がより進めば、陸上・海上の交通アクセスが飛躍的に向

上し、そのポテンシャルはさらに高まります。今後、このような陸上・海上の交通網に、

本圏域を始めとする周辺自治体の有する豊かな森林資源や農畜産物等を流通させるとと

もに、福岡など人口が集中する北部九州からの人の流れを創出することにより、真の「九

州の扇の要」といえる九州の交流拠点地域としての発展を目指します。

また、圏域市町村が連携・交流を図りながら、圏域内の住民に対して積極的な各種サ

ービスを提供することなどにより、圏域全体への人口定住を図るために必要な生活機能

を確保し、将来にわたって安心して暮らし続けられる魅力ある地域づくりを推進します。

○「森・川・海の環」による環境に優しい地域づくり

本圏域は、豊かな森林資源である「森」、豊富で良質な水資源である「川」、そして、

重要港湾「細島港」や白砂青松の海岸線をはじめ、漁場でもある「海」という３つの

豊かで美しい自然環境を有しています。

海は雲をつくり、雲は森に雨を降らせ、雨は森の養分を川へ、そして海へと運び、

そこに住む生物を養います。この森と川と海の生態系を守り育てていくことが、環境

に優しい地域づくりの基本となります。森林の持つ水源涵養機能や環境保全機能など

の多面的機能を積極的に評価し、川上と川下が一体となって森林を保全する取り組み

を推進します。

○「人の和」によるあたたかい地域づくり

本圏域の市町村１市２町２村は、古くから文化・経済を同じくする生活文化圏とし

て密接な関係を築き発展を遂げてきた運命共同体であり、圏域内の住民も古くから交

流を行っており、圏域独自の文化を育んできました。

圏域内住民のさらなる交流を促進するため、それぞれの市町村間を結ぶインフラ等

の充実を図るとともに、あたたかな「おもてなしの心」による観光振興など、圏域外

の住民との交流を促進します。

また、あたたかな地域づくりを推進する上で欠かすことのできない、健康・福祉・

教育分野の新たな取り組みを推進します。
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○「産業の輪」による活気ある地域づくり

本圏域において定住自立圏を形成していくためには、若者に魅力のある雇用の場の

創出が不可欠でありますので、重要港湾「細島港」や東九州自動車道などの交通体系

を活かし、新たな企業の立地を促進します。

また、若年層をはじめ、女性や高齢者など、年齢や性別に関わらず能力を十分に発

揮でき、就労意欲を持たせるための教育や職業訓練の充実を図ります。

さらに、地域の特性に応じた農林水産物の安定的な生産、加工品の研究や開発によ

る付加価値の向上など、日向入郷ブランドの構築により基幹産業である農林水産業の

振興を図り、さらには、農商工連携や産学官連携の取り組みを促進することにより活

気ある地域づくりを推進します。

４．定住自立圏共生ビジョンの期間
令和２年度から６年度までの５年間とする。

ただし、毎年度所要の変更を行うものとする。

★将来像

「森・川・海の環」、「人の和」、「産業の輪」で繋がる交流都市圏
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５．定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組

定住自立圏形成協定内容 形成協定市町村

大区分 中区分 具体的取組 日向 門川 美郷 諸塚 椎葉

生活機

能の強

化に係

る政策

分野

医療 日向市初期救急診療所の運営 ○ ○ ○ ○ ○

在宅当番医制の維持 ○ ○ ○ ○ ○

日向地区日曜歯科当番医事業 ○ ○

救急自動車映像伝送システム事業 ○ ○

二次救急医療体制の確保対策 ○ ○ ○ ○ ○

地域産科医療体制の維持 ○ ○ ○ ○ ○

福祉 日向地区広域消費生活センターの運営 ○ ○ ○ ○ ○

認知症施策の推進 ○ ○ ○ ○ ○

産業振興 企業誘致の推進事業 ○ ○ ○ ○ ○

重要港湾細島港の利用促進対策 ○ ○ ○ ○ ○

森林を活用した低炭素生活圏の形成 ○ ○ ○ ○ ○

日向ひとものづくりセンターの機能充実 ○ ○ ○ ○ ○

圏域ブランドの推進 ○ ○ ○ ○ ○

農産物輸送コストの軽減 ○ ○ ○ ○ ○

「へべす」の推進 ○ ○ ○ ○ ○

「産地パワーアップ計画」に基づくミニト

マトの推進
○ ○ ○ ○ ○

「宮崎乾しいたけ」の推進 ○ ○ ○ ○ ○

「宮崎牛」の推進 ○ ○ ○ ○ ○

薬草の里づくりの推進 ○

その他 災害時の相互支援 ○ ○ ○ ○ ○

結びつ

きやﾈｯ

ﾄﾜｰｸの

強化に

係る政

策分野

地域公共

交通

公共交通専門部会の開催 ○ ○ ○ ○ ○

路線バス塚原線 ○ ○ ○

路線バス神門線 ○ ○

路線バス延岡線 ○ ○

路線バス池野線 ○

路線バス道の駅とうごう線 ○

廃止路線代替バス小原線 ○ ○ ○

廃止路線代替バス上椎葉線 ○ ○

圏域市町村コミュニティバス事業 ○ ○ ○ ○ ○

生活バス路線の維持確保事業 ○ ○ ○ ○ ○

地域の生

産者や消

費者等の

連携

物産展の開催 ○ ○ ○ ○ ○

生産組織の活性化 ○ ○ ○ ○ ○

特産品開発支援事業 ○ ○ ○ ○ ○

地域内外

の住民と

の交流・

移住促進

就職に関する総合的な情報サイト「ひゅう

がＪＯＢナビ」の運営
○ ○ ○ ○ ○

定住促進体験交流事業 ○

広域観光推進事業 ○ ○ ○ ○ ○

婚活サポート事業 ○ ○ ○ ○ ○

その他結

びつきや

ネットワ

ークの強

化に係る

連携

児童・生徒の体験交流教育促進事業 ○ ○ ○ ○ ○

森づくり団体の育成 ○ ○ ○ ○ ○

林業労働力担い手対策 ○ ○ ○ ○ ○

造林事業 ○ ○ ○ ○ ○

森林資源の循環 ○ ○ ○ ○ ○

豊かな水源の保全 ○ ○ ○ ○ ○

木材価格安定対策事業 ○ ○

圏域ﾏﾈ

ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ

能力の

強化に

係る政

策分野

人材育成 合同職員研修の開催 ○ ○ ○ ○ ○

日向・東臼杵市町村振興協議会の運営 ○ ○ ○ ○ ○

地域人材の活用事業 ○ ○ ○ ○

キャリア教育の推進 ○ ○ ○ ○ ○
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（１）生活機能の強化に係る政策分野

① 医療

圏域内において、良質な医療が安心・安全かつ的確に提供されるように、日

向市初期救急診療所の機能強化を図るとともに、医師会や関係医療機関の連携

体制をいっそう深め、圏域が有する医療資源が効率的に運用される体制の充実

を図る。

また、二次救急医療体制を確保するため、関係医療機関に対して助成を行う

など、救急医療の充実と機能強化を図る。

【形成協定】

１ 初期救急医療体制の確保

初期救急医療体制の確保と二次救急医療機関の負担軽減を図るため、平

日の時間外に診療を行う「日向市初期救急診療所」の運営や、休日の在宅

当番医制の維持について取組を行う。

２ 二次救急医療体制の確保

圏域の二次救急医療体制の確保と二次救急医療機関の負担軽減を図るた

め、自治体病院との連携を強化するとともに、救急医療の充実と機能強化

を図る。

事 業 名 日向市初期救急診療所の運営 関係市町村名

事業概要

全市町村
日向市東臼杵郡医師会の協力を得て、平日の時間外に軽度

の病気・ケガ等の診療を行う日向市初期救急診療所の運営を

行う。（設置者は日向市）

成果

初期救急医療体制を確保することにより、軽度の病気やケガに対する診療体制が維持

され、地域住民に安心した生活を提供することができる。また、二次救急医療機関の負

担の軽減を図ることが可能となる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

21,919 27,434 26,875 22,268 27,241 125,737

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

施設の整備は日向市が負担する。

周辺町村は、運営費用を利用実績で按分して負担するとともに、施設利用についての

啓発等を行う。
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事 業 名 在宅当番医制の維持 関係市町村名

事業概要

全市町村
日向市東臼杵郡医師会に委託し、祝・休日等の在宅当番医

制運営事業を実施することにより、日曜日・祝日・年末年始

の初期救急医療体制の確保を図る。

成果

祝・休日等の初期救急医療体制を確保することにより、地域住民に安心した生活を提

供することができる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

12,985 13,224 13,700 14,248 14,442 68,599

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

各市町村が按分して負担するとともに、適正な利用など制度の啓発を行う。

事 業 名 日向地区日曜歯科当番医事業 関係市町村名

事業概要

日向市 門川町日向市・門川町が広域で日曜歯科当番医事業を実施するこ

とにより、日曜日の歯科診療体制の確保を図る。

成果

休日の歯科診療体制を確保することにより、地域住民に安心した生活を提供すること

ができる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

1,470 1,415 1,470 1,470 1,470 7,295

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村がそれぞれ負担するとともに、適正な利用など制度の啓発を行う。

事 業 名 救急自動車映像伝送システム事業 関係市町村名

事業概要

日向市 門川町
救急車にカメラを設置し、患者の容態などの高画質な映像

情報と、救急車内の観察モニターの心電図、脈拍等の情報を、

携帯電話網などを利用して医療機関に伝送する。

成果

伝送データに基づく、医療機関側の傷病者受け入れ準備や、医師から救急隊への応急

処置等の指示が、的確かつ迅速に行えるようにする事業であり、二次救急医療機関の負

担軽減を図ることが期待できる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

2,879 2,640 2,640 2,772 2,904 13,835

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

システムの整備、運営は日向市が負担する。門川町はシステム運用について協力する。
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事 業 名 二次救急医療体制の確保対策 関係市町村名

事業概要

全市町村
二次救急医療体制の確保を図るため、日向入郷医療圏の中

核的な役割を担う千代田病院、和田病院及び日向病院に対し

支援を行う。

成果

３病院に対する支援により、入院等が必要な重症の救急患者を受け入れる二次救急医

療体制が維持・確保され、地域住民の安心した生活に資することができる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

132,645 133,247 131,964 137,060 133,099 668,015

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

各市町村が搬送実績等に基づき費用を負担するとともに、二次救急医療機関の医療体

制の整備や、医師の負担軽減のため適正な受診等について啓発を行う。

事 業 名 地域産科医療体制の維持 関係市町村名

事業概要

全市町村
日向入郷圏域の産科医療体制の確保のため、圏域唯一の産

科・分娩施設である渡辺産婦人科に対し支援を行う。

成果

圏域唯一の産科・分娩施設に対する支援により、安心して子どもを産み、育てること

ができる環境を守ることができる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

0 0 0 10,000 10,000 20,000

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

各市町村が按分して負担するとともに、医師の負担軽減のため適正な受診等について

啓発を行う。
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② 福祉

圏域住民の契約トラブルや、衣食住などの消費生活に関する相談・苦情に対

応するため、専門相談員を配置するなど関係機関との連携により、圏域住民が、

安心して暮らしていけるようにするための取り組みを行う。

【形成協定】

相談体制の整備

日向市が実施する消費生活相談等について、圏域町村の住民が利用できる体

制を整備することにより、身近で専門的な相談が行われるとともに、迅速かつ

的確に問題の解決を図る。

事 業 名 日向地区広域消費生活センターの運営 関係市町村名

事業概要

全市町村圏域住民の消費生活に係る相談に対応するため、専門の相談員

を配置し、消費生活センターの運営を行う。

成果

圏域住民が身近で専門的な相談を受ける体制が確立されることにより、迅速かつ的確

な問題の解決と被害の未然防止等につながり、安全で安心な生活の確保が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

9,667 10,269 9,730 11,446 12,943 54,055

国県補助事業等の名称、補助率等

宮崎県消費者行政強化交付金事業補助金

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

消費生活センターの運営費用については、日向市が負担する。ただし、広域化に伴っ

て生じた費用については、各町村で負担する。

各市町村における相談体制の整備、啓発等の取組みについては各市町村が行う。

事 業 名 認知症施策の推進 関係市町村名

事業概要

全市町村

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」、「認知症施

策推進大綱」に基づき、社会全体で認知症の人を支える基盤を整

備するために認知症サポーターの養成、認知症地域支援推進員の

配置、認知症への理解を深めるための普及・啓発等を実施する。

成果

認知症高齢者等が、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続ける

ための環境整備が促進される。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

14,917 15,317 14,893 22,927 23,441 91,495

国県補助事業等の名称、補助率等

地域支援事業交付金（国・県）、総合事業調整交付金（国）

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村がそれぞれ事業を行い、必要に応じて連携を図る。
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③ 産業振興

圏域への定住に不可欠な雇用の場の確保を図るため、企業誘致の推進や就業

の充実を図ります。

本圏域の主要な農産物でみやざきブランド認証品でもある「へべす」、「完

熟キンカン」等のブランドの確立、本圏域を貫流する耳川流域の豊富な森林資

源の活用との付加価値を高める取り組みなど、圏域で安心して生活できるよう

産業の振興を図ります。

【形成協定】

１ 企業誘致の推進

圏域の特性を活用し、雇用効果の大きい経営基盤の安定した優良で魅力的

な企業の誘致を推進し、雇用の促進を図る。

２ 重要港湾細島港を活用した物流体制の整備

圏域の誇る工業製品や豊かな森林資源、農林水産等の地場産品の販路拡大

のため、重要港湾細島港の利用促進や、港湾施設の整備促進等を行う。

３ 森林を活用した低炭素生活圏の形成

圏域の豊富な森林資源を活用し、バイオマスの収集・運搬技術から変換エ

ネルギー利用技術までを通した一貫した地産地消・地域循環型エネルギーシ

ステムの構築と関係機関と連携したカーボン・オフセットの取組を促進する

ことにより、森林資源の適正管理や有効活用、新たな雇用の確保と経済の活

性化を図る。

４ 中小企業起業支援体制の確保

(1) 圏域での起業や新規分野参入の個人・企業等に対しての支援を行うた

め、施設の整備や技術・技能者を育成するための環境整備を行う。

(2) 圏域内の企業や求職者等に対し、技術・技能者の養成等の人材育成、産

業間連携、創業支援等を行うことにより、地場企業等の技術力の向上と

起業者等の支援を行う。

５ 日向地域の農畜産物ブランドの確立

(1) 本圏域で「みやざきブランド認証品」として県から認定されている「み

やざきへべす」、「完熟きんかん『たまたま』」、「みやざきビタミンゴー

ヤー」、「完熟マンゴー『太陽のタマゴ』」、「みやざきオリジナルスイー

トピー」、「みやざき乾しいたけ」、「宮崎牛」、「宮崎ブランドポーク」、「み

やざき地頭鶏」、「宮崎特選米」の農畜産物を推進するとともに、新たな

ブランド開拓を行うなど、農畜産物ブランドの拡大と販売額の増加を図

る。

(2) 日向地域農畜産物ブランドの情報発信を行う。
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事 業 名 企業誘致の推進事業 関係市町村名

事業概要

全市町村
企業誘致のための企業訪問や各種セミナー等への参加のほ

か、日向市において産業集積・物流効率化に向けた取組みを

行う。

成果

圏域の特性を活用し、経営基盤の安定した優良で魅力的な企業の誘致を推進すること

により、圏域における雇用の促進と地域経済の活性化が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

61,705 45,928 64,083 136,920 20,600 329,236

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市は企業誘致を積極的に行うとともに、誘致企業に周辺町村住民の雇用が促進さ

れるよう取組を行う。

周辺町村は日向市と協力して企業誘致を行うとともに、住民に対し企業や雇用等の情

報提供等を行う。

事 業 名 重要港湾細島港の利用促進対策 関係市町村名

事業概要

全市町村
重要港湾「細島港」の利用促進のため、ポートセールスや

貨物集荷奨励事業、船舶給水料負担、外国客船寄港受け入れ、

モーダルシフトの推進、物流の効率化に対する支援を行う。

成果

重要港湾「細島港」の利用促進及び港湾施設の整備を促進することにより、本圏域は

もとより、宮崎県全体の企業活動の活性化及び競争力の強化が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

13,928 15,133 14,278 18,000 18,000 79,339

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市が事業を行い、費用を負担する。
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事 業 名 森林を活用した低炭素生活圏の形成 関係市町村名

事業概要

全市町村

林業関係者や耳川広域森林組合、関連企業などと連携しな

がら、圏域の豊富な森林資源を活用し、住民への森林管理の

重要性やカーボン・オフセットについての普及啓発を図る。

林地残材利活用の推進のため、木質バイオマス供給施設に

おける木質燃料としての活用を図る。

企業が地域住民とともに豊かな森林資源を活用し、森林保

全に参画する「企業の森づくり」の促進を図る。

成果

森林資源の適正管理が進み、森林の荒廃を防ぐとともに、森林管理の雇用の確保と後

継者育成をすすめ、地域の活性化が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

24,129 20,838 31,298 27,399 32,800 136,464

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

各市町村は、連携して事業実施に向けた体制の整備を行う。

各市町村の取組については各市町村が費用を負担する。

事 業 名 日向ひとものづくりセンターの機能充実 関係市町村名

事業概要

全市町村圏域の中小企業の人材育成と経営力強化のため、ものづく

り等の各種セミナーの開催や、経営相談体制等の充実を図る。

成果

日向ひとものづくりセンターの機能を充実することにより、圏域中小企業の技術・技

能の向上が図られ、事業拡大や起業、新規分野への参入を促進することができる。

また、産業の振興による地域経済の活性化とともに、労働者や求職者の意識の高揚な

ど、人材の育成が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

5,944 5,927 8,008 6,892 7,567 34,338

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

施設の整備運営は日向市が行い、費用を負担する。

周辺町村は、住民の利用を促進するため、啓発等の取組を行う。
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事 業 名 圏域ブランドの推進 関係市町村名

事業概要

全市町村
日向地域における農畜産物ブランドの販売促進や新ブラン

ドの開拓、情報発信等を行う。

圏域ブランドの栽培資材購入や生産組織の活動、６次産業

化を支援する。

成果

圏域ブランドの知名度やイメージの向上、生産額の増加など、圏域ブランドの確立が

図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

4,572 3,741 6,433 6,592 6,830 28,168

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村が事業を行い、それぞれ費用を負担するとともに、連携した取り組みにつ

いて情報の提供等を行う。

事 業 名 農産物輸送コストの軽減 関係市町村名

事業概要

全市町村
ＪＡ日向管内（５市町村）の農産物輸送の条件不利地域で

生産された農産物を、宮崎市並の運賃コストにするために横

もち運賃の一部を助成する。

成果

農産物の輸送コスト軽減が図られ、安定した農業経営並びに産地間競争力の強化が図

られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

5,336 6,799 10,621 12,785 11,927 47,468

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

各市町村が連携して事業を実施し、費用については按分して負担する。
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事 業 名 「へべす」の推進 関係市町村名

事業概要

全市町村
「へべす」の栽培面積増加や販路の拡大を図るため、苗木

購入に対する助成、情報発信、新商品開発及び価格安定のた

めの支援等を行う。

成果

日向地域特産「へべす」の販売促進・新商品開発を行うことにより、販路拡大が図ら

れ、生産者の所得向上及び栽培面積拡大が見込まれる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

5,427 4,938 5,474 6,355 5,704 27,898

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村で連携してブランドの確立に向けた取組を行うとともに、個別の事業につ

いてはそれぞれ費用を負担する。

事 業 名
「産地パワーアップ計画」に基づくミニトマト

の推進
関係市町村名

事業概要

全市町村
地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に

基づき、高収入な作物・栽培体系への転換を図るための取組

に対し、総合的に支援を行う。

成果

ブランド確立と生産量及び所得の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

166 0 752 1,714 2,049 4,681

国県補助事業等の名称、補助率等

産地パワーアップ事業 国：事業費の１/２以内

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村で連携してブランドの確立及び生産拡大に向けた取組を行うとともに、個

別の事業についてはそれぞれ費用を負担する。
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事 業 名 「宮崎乾しいたけ」の推進 関係市町村名

事業概要

全市町村椎茸原木の供給や生産施設の整備、原木供給支援種駒の助

成等を行う。

成果

「宮崎乾しいたけ」の安定した生産や技術の向上、生産者の所得の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

86,565 90,494 89,076 84,650 90,237 416,078

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村で連携してブランドの確立に向けた取組を行うとともに、個別の事業につ

いてはそれぞれ費用を負担する。

事 業 名 「宮崎牛」の推進 関係市町村名

事業概要

全市町村「宮崎牛」の推進のため、牛舎整備や子牛等の導入、予防

接種費用、飼料生産等に対する助成を行う。

成果

「宮崎牛」ブランドの確立や生産コストの低減、生産技術の向上、生産者の所得向上

等が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

66,228 61,281 30,853 53,450 53,456 265,268

国県補助事業等の名称、補助率等

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 国：事業費の１/２以内

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村で連携してブランドの確立に向けた取組を行うとともに、個別の事業につ

いてはそれぞれ費用を負担する。
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事 業 名 薬草の里づくりの推進 関係市町村名

事業概要

日向市

熊本大学との連携協定に基づいた栽培技術指導や自生調査

を行うとともに、東郷まちづくり協議会に委託し、実証展示

圃においての栽培管理を行う。

また、薬草を活用した商品の開発や加工した薬草の販促活

動を行う。

成果

観察会の開催や薬草の製品化及び試験販売などの取組により、交流人口の増加が見込

まれ、参加者知識の向上と生産者の所得向上につながる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

1,723 0 0 0 0 1,723

国県補助事業等の名称、補助率等

令和２年度で事業終了

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市が事業を実施し、費用を負担する。
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④ その他

平成１９年７月２０日に締結した「日向東臼杵郡市町村における災害時相互

支援に関する協定」をもとに、災害時の行動計画の策定や衛星系通信機器の活

用訓練、災害受援計画、備蓄関係の調整等具体的な取組を行うことにより、災

害時に迅速に対応することができるほか、圏域住民が安心して生活できる地域

づくりを推進する。

【形成協定】

災害時の相互支援

「日向東臼杵郡市町村における災害時相互支援に関する協定」に基づき、道

路や通信手段が使用できなくなった場合の衛星系通信機器を使用した住民の

安否確認や、災害の復旧等について相互に支援を行う。

事 業 名 災害時の相互支援 関係市町村名

事業概要

全市町村

「日向東臼杵郡市町村における災害時相互支援に関する協

定」に基づき、圏域外からの応援部隊の受入体制や広域避難

などについて協議を進め、情報伝達訓練等を実施する。

「日向・東臼杵ブロック社協間災害時相互応援協定」とも

連携し、情報の共有や役割分担など、相互に連携して応援体

制の整備を行う。

情報伝達手段確保のため、衛星携帯電話や防災行政無線な

どの機材の整備を行う。

成果

災害時におけるより迅速かつ細やかな相互支援体制が構築され、圏域住民が安心して

生活することができる圏域の形成が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

14,534 14,568 36,909 11,001 11,084 88,096

国県補助事業等の名称、補助率等

周波数有効活用促進事業

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市は、衛星系通信機器の活用訓練や災害受援計画、備蓄関係の調整、担当者によ

る連絡会議等について調整を行う。

周辺町村は、事業の実行体制の整備や復旧支援等について、受入体制の整備を行う。

個別の事業については、関係市町村がそれぞれ費用を負担する。



20

（２）結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

① 地域公共交通

本圏域のバス路線は、高齢者の通院や買い物、児童・生徒の通学などに利用

されるなど、圏域を結ぶ唯一の公共交通機関として、安心して暮らし続けられ

る地域づくりに欠かすことのできない社会基盤であることから、路線の維持・

確保を図るために、県や事業者との連携のもと利用促進や利便性向上に取り組

む。

【形成協定】

地域公共交通ネットワークの維持・強化

日向入郷圏域における公共交通の課題について調査・検証を行うとともに、

住民の利便性が向上するような路線バスやコミュニティバス等の接続の改善、

効果的かつ効率的な運行について調整を行うなど、圏域内の公共交通ネットワ

ークの構築を図る。

事 業 名 公共交通専門部会の開催 関係市町村名

事業概要

全市町村

圏域で構成する日向・東臼杵市町村振興協議会の下部組織

である公共交通専門部会を開催し、各市町村の取組の調整を

図り、圏域内の公共交通ネットワークの構築を図る。

また、「日向・東臼杵地域公共交通活性化協議会」で策定し

た圏域版の地域公共交通網形成計画及び地域公共交通網再編

実施計画の確実な実施を図る。

成果

圏域の公共交通に関する課題の抽出が可能となり、バス事業者との協議会の設置や、路線

バスのダイヤ改正、広域バスマップの検討と作成、各市町村の公共交通ネットワークとの連

携等により、利用者の利便性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

184 174 0 0 0 358

国県補助事業等の名称、補助率等

日向・東臼杵地域公共交通活性化協議会は、R4 年度で解散

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村は、路線バスと圏域内の公共交通システムのネットワーク化を図る。
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事 業 名 路線バス塚原線 関係市町村名

事業概要
日向市 美郷町

諸塚村
日向市から美郷町を経由して諸塚村に至る塚原線の運行に

ついて、交通事業者に運行を委託する。

成果

路線の維持や運行便数(１日５往復)が確保され、圏域住民の利便性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

7,569 9,142 8,194 36,135 36,780 97,820

国県補助事業等の名称、補助率等

市町村負担額への特別交付税措置

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

路線の距離按分により費用を負担する。

（塚原線：日向市 18.6％、美郷町 57.5％、諸塚村 23.9％）

（塚原線温泉経由：日向市 18.1％、美郷町 58.6％、諸塚村 23.3％）

事 業 名 路線バス神門線 関係市町村名

事業概要

日向市 美郷町日向市から美郷町南郷に至る神門線の運行について、交通

事業者に運行を委託する。

成果

路線の維持や運行便数（１日４往復）が確保され、圏域住民の利便性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

5,635 7,107 7,322 23,321 25,008 68,393

国県補助事業等の名称、補助率等

市町村負担額への特別交付税措置

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

路線の距離按分により費用を負担する。

（神門線：日向市 73.9％、美郷町 26.1％）

（神門線温泉経由：日向市 70.6％、美郷町 29.4％）

事 業 名 路線バス延岡線 関係市町村名

事業概要
日向市 門川町

日向市から延岡市に至る延岡線の運行を助成する。

成果

助成により日向市から門川町を経て、延岡市に至る路線や運行便数（平均９往復）が

確保され、利用者の利便性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

442 1,496 2,494 6,887 5,191 16,510

国県補助事業等の名称、補助率等

市町村負担額への特別交付税措置

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

路線の距離按分により費用を負担する。（日向市 37.52％、門川町 23.09％）
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事 業 名 路線バス池野線 関係市町村名

事業概要

日向市日向市から市内迫野内地区に至る池野線の運行について、

交通事業者に運行を委託する。

成果

池野線の存続や運行便数（１日１往復）が確保されることにより、日向市街地と池野

地区を結ぶ運行便が確保され、住民の利便性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

2,859 3,152 3,424 1,106 1,263 11,804

国県補助事業等の名称、補助率等

市町村負担額への特別交付税措置

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市が事業を実施し、費用を負担する。

事 業 名 路線バス道の駅とうごう線 関係市町村名

事業概要

日向市イオンタウン日向から道の駅とうごうに至る道の駅とうご

う線の運行を助成する。

成果

道の駅とうごう線の存続や運行便数が確保されることにより、日向市街地と道の駅と

うごうを結ぶ運行便が確保され、住民の利便性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

2,472 2,778 2,881 6,610 6,610 21,351

国県補助事業等の名称、補助率等

市町村負担額への特別交付税措置

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市が事業を実施し、費用を負担する。

事 業 名 廃止路線代替バス小原線 関係市町村名

事業概要
日向市 門川町

美郷町
日向市から門川町を経由し美郷町北郷に至る小原線につい

て、交通事業者に運行を委託する。

成果

小原線の存続や運行便数(１日２往復)を確保することにより、美郷町や門川町から日

向市への通勤、高齢者の通院、高校生の通学など、圏域住民の利便性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

9,480 9,692 9,879 9,946 9,947 48,944

国県補助事業等の名称、補助率等

市町村負担額への特別交付税措置

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

路線の利用区間按分により費用を負担する。

（日向市 10.2％、門川町 35.6％、美郷町 54.2％）
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事 業 名 廃止路線代替バス上椎葉線 関係市町村名

事業概要

諸塚村 椎葉村諸塚村から椎葉村に至る上椎葉線について、交通事業者に

運行を委託する。

成果

上椎葉線の存続や運行便数(１日 3.5 往復)を確保することにより、椎葉村や諸塚村と

日向市を結ぶ路線が確保され、圏域住民の通院や買い物等の利便性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

16,583 17,764 17,238 2,196 17,349 71,130

国県補助事業等の名称、補助率等

宮崎県地域交通機関運行維持対策補助金（1/2）、市町村負担額への特別交付税措置

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

路線の距離按分により費用を負担する。（諸塚村 33.96％、椎葉村 66.04％）

事 業 名 日向市コミュニティバス 関係市町村名

事業概要

日向市日向市の市街地、東郷地域及び南部地域においてコミュニ

ティバスの運行を行う。

成果

日向市内において、圏域住民の通院や買い物等の利便性が向上するとともに、これま

で公共交通機関のなかった地域において、生活交通の利便性向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

37,498 40,762 41,480 41,800 45,300 206,840

国県補助事業等の名称、補助率等

地域公共交通確保維持改善事業費補助、市町村負担額への特別交付税措置

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市が事業を実施し、費用を負担する。

事 業 名 美郷町コミュニティバス 関係市町村名

事業概要

美郷町美郷町南郷の乗合タクシーや、西郷・北郷における乗合バ

スの運行を行う。

成果

美郷町内の移動手段の確保や、日向市への路線バスとの接続により、住民の通院や買

い物、温泉利用等の利便性が向上するとともに、日常生活における移動手段が確保され

るなど、生活交通の利便性向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

20,467 20,497 20,453 20,863 20,863 103,143

国県補助事業等の名称、補助率等

市町村負担額への特別交付税措置
関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

美郷町が事業を実施し、費用を負担する。
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事 業 名 諸塚村コミュニティバス 関係市町村名

事業概要

諸塚村村内の廃止路線代替バスとして、交通事業者へ３系統の運行

委託やふれあいタクシーの運行を行う。

成果

諸塚村内の移動手段の確保や、日向市への路線バスとの接続により、住民の通院や買

い物、温泉利用等の利便性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

19,172 18,725 19,315 19,500 20,915 97,627

国県補助事業等の名称、補助率等

市町村負担額への特別交付税措置

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

諸塚村が事業を実施し、費用を負担する

事 業 名 椎葉村コミュニティバス 関係市町村名

事業概要
椎葉村

村営バス 7系統の運行を行う。

成果

椎葉村内の移動手段の確保や、日向市への路線バスとの接続により、住民の通院や買

い物等の利便性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

39,073 39,520 44,780 44,600 46,642 214,615

国県補助事業等の名称、補助率等

市町村負担額への特別高税措置

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

椎葉村は事業を実施し、費用を負担する。

事 業 名 門川町コミュニティバス 関係市町村名

事業概要
門川町

町民の移動手段を確保するため、乗合タクシーを運行する。

成果

門川町内の移動手段の確保や、日向市への路線バスとの接続により、住民の通院や買

い物等の利便性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

9,582 10,440 10,617 10,861 11,921 53,421

国県補助事業等の名称、補助率等

地域公共交通確保維持改善事業費補助、市町村負担額への特別交付税措置

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

門川町が事業を実施し、費用を負担する。
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事 業 名 生活バス路線の維持確保事業 関係市町村名

事業概要

全市町村買い物等の割引によるバスの利用促進や宮崎交通㈱の悠々

パス券の購入補助を行う。

成果

路線バスの利用が促進され、圏域の路線の維持が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

2,106 1,948 1,602 1,367 1,349 8,372

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村毎に費用を負担し、事業を実施する。
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② 地域の生産者や消費者等の連携による地産地消

圏域の豊かな農林水産物や加工品の販売機会の確保と、生産から消費までの

課程を追跡（トレーサビリティ）する流通体制の構築を図ることにより、地域

に根ざした生産者と消費者の結びつきを深める。

また、生産者が、消費者と交流することにより、食の安全・安心といった消

費者ニーズにこたえるとともに、生産意欲の向上を図り、産業の確立と耕作放

棄地、遊休農地の解消などを図る。

【形成協定】

１ 交流による農林水産品の販売促進と地産地消の推進

圏域の農・商・工が連携して開催する物産展等において、新鮮な海の幸・

山の幸、加工品等を販売し、圏域の生産物の地産地消を推進するとともに、

生産者と消費者等との交流の場を創出するなど、圏域の活性化を図る。

２ 流通体制の整備による地産地消の推進

生産者の所得の向上を図るため、地産地消の推進、圏域農産物の販路拡大、

農産物取引の適正化及び物流の円滑化等の調査研究を行う。

事 業 名 物産展の開催 関係市町村名

事業概要

全市町村
日向圏域地域の市町村・商工会議所・商工会で組織する耳

川流域地場産業振興対策協議会において、圏域が一体となっ

て、県内外に農林水産物や加工品の展示即売会や観光物産展

を行う。

成果

圏域の新鮮な海の幸、山の幸、さまざまな加工品などを直売することにより、圏域の

農林水産物の地産地消の推進や、圏域の人やモノの交流、中心市街地の賑わいの創出、

圏域の PRが行われ、地域の活性化が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

5,348 291 168 180 684 6,671

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

圏域合同で行う物産展については、日向市が調整を行う。

関係町村は、生産者への情報提供など、出展についての積極的な支援を行う。
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事 業 名 生産組織の活性化 関係市町村名

事業概要
全市町村

生産組織の実施するイベント事業等への支援を行う。

成果

販売イベント、新技術の開発、販売ルート開発等を支援し、主体性のある元気のいい

生産組織の確立が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

459 431 474 1,525 1,325 4,214

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係町村が事業を実施し、費用を負担する。

事 業 名 特産品開発支援事業 関係市町村名

事業概要
全市町村

特産品の開発や流通事業への支援を行う。

成果

特産品の開発や流通事業への支援により、特産品開発が促進されるとともに、効率的

な流通が促進され、地域の活性化と生産者の所得の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

9,189 8,368 12,936 12,298 13,500 56,291

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係町村が事業を実施し、費用を負担する。
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③ 地域内外の住民との交流・移住促進

圏域内における定住人口と交流人口の増加を図るために、圏域の空き家等の

情報提供を図るとともに、にぎわいの創出や地域内外との交流を促進する取組

を実施する。

【形成協定】

１ 情報発信による定住の促進

圏域への定住や二地域居住の推進により地域コミュニティの担い手の確

保を図るため、「空き家等情報バンク」システムの構築や、圏域外住民に対

して空き家等の情報を提供するとともに、交流イベントの開催や相談体制の

整備など、移住についての支援等を行う。

２ 地域内交流による中山間地域の活性化

都市部の住民等が、担い手不足の山村において森林の草刈りや植林、田植

え、稲刈り等の活動を行うなど、人的交流を促進することにより、山林や耕

地の荒廃防止や中山間地域の活性化を図る。

３ 地域外との交流による中山間地域の活性化

本圏域は豊かな森林環境のほか、豊富な歴史や文化的資源を有しているこ

とから、「日向・東臼杵広域観光推進協議会」の実施する体験型のツアーな

どにより、圏域外の住民との交流の促進や地域の活性化を図る。

事 業 名
就職に関する総合的な情報サイト「ひゅうがＪ

ＯＢナビ」の運営
関係市町村名

事業概要

日向市
求人情報、企業情報、セミナー情報等、地域の求職者をは

じめ、ＵＩＪターン希望者向けに就職に関係する総合的な情

報サイトの運営を行う。

成果

日向市内で働きたい、移住したい方向けに、求人情報などローカルな情報を掲載し、

雇用を創出していくことで定住を促進、人口流出の抑制につなげる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

3,190 3,025 2,688 2,146 2,761 13,810

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

情報サイト運営は日向市が行い、費用を負担する。
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事 業 名 定住促進体験交流事業 関係市町村名

事業概要

諸塚村整備した古民家を活用し、地域や産業を通じた体験交流を

行い、定住を促進する。

成果

圏域外住民の移住により、定住人口の増加や古民家の有効活用が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

6,244 15,748 22,744 19,420 21,892 86,048

国県補助事業等の名称、補助率等

宮崎県口蹄疫復興対策ファンド助成事業

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

諸塚村が事業を実施し、費用を負担する。

事 業 名 広域観光推進事業 関係市町村名

事業概要

全市町村

県内外において観光プロモーション活動や誘客活動を行う

とともに、当事業によって磨き上げた観光メニューや観光資

源、イベント等に関する本圏域の情報を、多様なメディアを

活用し広く提供することで本圏域への交流人口の増加を図

る。

また、圏域に眠る地域素材の掘り起しと磨き上げを行い、

多様なニーズに合った観光メニューの開発とこれらを集約し

た観光商品である「ひゅうが奥日向“旅”博覧会」の開催等

を行うとともに、都市圏に向けた情報の発信の強化に取り組

む。

成果

観光産業と他産業との協働や公民の連携による一体的な取り組みにより、滞在型・体

験交流型観光の展開が図られるとともに、圏域内外の交流人口拡大により、中山間地域

の活性化が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

1,973 3,025 2,873 2,730 2,729 13,330

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市は周辺町村と連携し、関係機関との調整等事業実施の取組を行う。

周辺町村は、日向市と連携して事業実施のための体制整備等を行う。
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④ その他結びつきやネットワークの強化に係る連携

圏域内の多様な自然や歴史・文化を生かし、児童・生徒や住民の結びつきを

深める交流を図ることにより、中山間地域の活性化やにぎわいの創出などを盛

んにする取組を行う。

事 業 名 婚活サポート事業 関係市町村名

事業概要

全市町村独身男女の出会いのきっかけを応援する雰囲気の醸成及び

地域や事業所等の結婚支援体制の充実を図る。

成果

住民同士との交流促進を図り、中山間地域の活性化を図るとともに定住を促進する。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

1,940 1,846 1,832 2,115 2,115 9,848

国県補助事業等の名称、補助率等

県出会い創出事業

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市、諸塚村が事業を実施し、費用を負担する。

同様な事業について、圏域市町村における連携を図る

【形成協定】

１ 児童・生徒の体験交流教育の促進

圏域の豊かな自然環境や文化を生かした体験活動等により、児童・生徒の

豊かな人間性や社会性を育成するとともに、中心市を核とした農山漁村の活

性化を図る。

２ 豊かな森林の保全

耳川や五十鈴川、小丸川流域の川上及び川下住民の交流促進や、住民や企

業、団体等が行う森づくり活動を支援することにより、下刈、間伐等適正な

森林施業を実施し、森林の持つ水源涵養や国土保全機能を維持するとともに

災害の防止を図る。

事 業 名
児童・生徒の体験交流教育促進事業

（豊かな体験活動推進事業）
関係市町村名

事業概要

全市町村各市町村間において、児童・生徒の相互交流と、派遣・受

入体制の整備を行う。

成果

圏域の豊かな自然環境や文化を生かした体験活動等により、児童・生徒の豊かな人間

性や社会性が育成されるとともに、中心市を核とした農山漁村の活性化が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

0 0 0 0 0 0

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村がそれぞれ費用を負担する。

事業に係る取組については、児童生徒の派遣・受入に係る市町村で連携・調整を行う。
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事 業 名 森づくり団体の育成 関係市町村名

事業概要

全市町村森林づくり等を行なうボランティア団体やみどりの少年団

に対して支援を行う。

成果

森林づくりを支える団体への支援を行うことにより、本圏域の豊かな森林資源の保全

を図るとともに、圏域住民へ森林の持つ水源涵養や国土保全、地球温暖化防止等公益的

機能の役割について啓発が図られ、森づくり等に対する理解を深めることができる。

また、緑化活動を通して、緑に恵まれた郷土と自然に親しみ、緑化意識の高揚と健康

で心豊かな人間性の向上が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

350 350 412 350 350 1,812

国県補助事業等の名称、補助率等

みどりの少年団助成事業

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村がそれぞれ事業を実施し、費用を負担する。

連携した取組については日向市が調整を行い、周辺町村は積極的に参画を行う。

事 業 名 林業労働力担い手対策 関係市町村名

事業概要

全市町村

林業労働力担い手対策として、林業従事者に対する福利厚

生の助成を行う。

担い手の定着を促進するため、住居等の情報発信の検討と

実施に努める。

成果

林業経営を担うべき人材が確保され、森林の保全が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

69,345 79,926 64,232 62,419 62,419 338,341

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村が連携して事業を実施する。
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事 業 名 造林事業 関係市町村名

事業概要

全市町村

豊かな森林の保全を目的として、再造林に対し助成を行う。

環境貢献の高い森林づくりと持続可能な森林資源を有効に

利活用できる循環型の森林経営を推進するため造林・下刈り

及び除間伐における助成を行う。

成果

森林の持つ水源涵養や国土保全機能を維持するとともに、災害の防止を図る。

優れた森林景観の保全・創出のための複層林施業への誘導や、長伐期施業等による適

切な森林管理が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

79,946 73,590 76,323 82,950 88,050 400,859

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

連携した取組については日向市が事業の調整を行い、周辺町村は連携して事業を実施

する。

事 業 名 森林資源の循環 関係市町村名

事業概要

全市町村
将来にわたって圏域から安定した木材供給を行うために、

道路網や森林等の整備を促進するとともに、民間事業者や流

域自治体と連携して不足する苗木生産体制を構築する。

成果

安定した苗木生産体制を構築することにより、森林資源の循環を促進し、木材の安定

供給、雇用創出等が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

342 9,112 10,678 9,310 8,200 37,642

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村が連携して事業を実施する。
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事 業 名 豊かな水源の保全 関係市町村名

事業概要

全市町村

圏域の豊かな森林の保全を図るとともに、貴重な水資源を

将来にわたって引き継いでいくために、県と連携し、新たな

森林の所有者に対する届出や伐採・造林に対する届出等の適

正な運用と管理体制の構築を図り、森林の乱開発や外部資本

による水源地買収防止などに努める。

成果

森林の保全により、水源涵養機能や土砂流失防止機能の向上などの良好な森林水環境

の形成が図られるとともに、安全・安心で良質な水資源の確保が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

180 2,039 1,672 3,131 3,000 10,022

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

関係市町村が連携して事業を実施する。

事 業 名 木材価格安定対策事業 関係市町村名

事業概要
椎葉村

木材価格の運賃の一部に対する助成を行う。

成果

木材価格の運賃の一部に対する助成を行うことにより、木材の流通を促進し、森林資

源の持つ多面的機能の維持と、林業・木材産業の振興を図る。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

6,098 0 0 0 0 6,098

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

椎葉村が事業を実施し、費用を負担する。
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（３）圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野

① 人材育成

圏域の市町村職員等が、時代や社会の変化を的確に捉え、質の高い地域マネ

ジメントを行うために、市町村職員間の相互研さんをはじめ政策立案能力を高

める各種の取組を行う。

また、圏域内における民間人材の育成や、人材の有効活用を図る取組を行う。

【形成協定】

１ 職員等の研修

職員の資質向上及び圏域マネジメント能力の強化を図るため、圏域の職員

の交流による研修会の実施や、講師としての職員の相互派遣、「日向入郷広

域行政研究会」による圏域共通課題の共同研究する場の創設等を図る。

２ 地域の人材の有効活用

圏域マネジメント能力を強化するため、圏域における特殊な技能を有する

人材を育成するとともに、それぞれ有効に活用を行う。

事 業 名
合同職員研修の開催
(宮崎県市町村振興協会研修事業ほか)

関係市町村名

事業概要

全市町村

宮崎県市町村振興協会研修事業等の職員研修を合同で開催
するとともに、各市町村が単独で実施する職員研修等につい
ても、他の市町村職員の受け入れを行う。民間企業等が実施
する職員研修の活用を図る。
また、職員の人材育成の観点から各市町村に共通する課題

等について情報交換を行うとともに、合同で研究を行う。
成果
圏域職員の各種技能、能力を身近なところで有効に活用することができ、人材育成効

果が得られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

990 2,436 720 828 1,362 6,336

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方
日向市は、研修の実施に向けた調整等を行う。
周辺町村は、研修実施についての必要な支援を行うとともに、研修に対し積極的に職

員を派遣する。共通の課題等について積極的に情報交換を図る。
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事 業 名 地域人材の活用事業 関係市町村名

事業概要

日向市 美郷町

諸塚村 椎葉村

圏域における教育、文化、スポーツ、産業など様々な分野

で活動する個人・グループ等を支援するとともに、地域人材

を学校や生涯学習の場などにおいて活用できるよう人材バン

クの登録を行う。

成果

圏域における優れた技能や知識をもっている人材を地域社会において有効に活用す

るため、学校・団体・サークル等の求めに応じ、圏域のネットワークを通じて講師や指

導者として紹介できることから、圏域の生涯学習の振興が図られる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

341 199 153 349 420 1,462

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市が事業実施についての調整等を行う。

事 業 名 日向・東臼杵市町村振興協議会の運営 関係市町村名

事業概要

全市町村

日向・東臼杵市町村振興協議会にて、定住自立圏構想の推

進や共生ビジョンの推進のための協議等を行うとともに、圏

域の自治体職員や地域づくり団体等の人材育成のための研修

会等を開催する。

成果

幹事会や部会等の開催を通じて、本圏域における定住自立圏構想の円滑な推進を図

り、もって安心して暮らし続けていくことができる魅力あふれる圏域の形成を図る。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

665 0 600 570 570 2,405

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市が事業実施についての調整等を行う。

周辺町村は、事業の実施に必要な支援を行うとともに、研修会等に対し積極的に職員

を派遣する。
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事 業 名 キャリア教育の推進（キャリア教育推進事業） 関係市町村名

事業概要

全市町村

児童・生徒の郷土愛を醸成しながら、確かな学力と勤労観

や職業観を育む。また、その推進にあたっては、日向市で活

躍する大人や企業、地域の方々の協力を得ながら、課題解決

的な学びを行うことにより、次代を担う人材を育成する。

成果

企業人講師による実体験に基づいた授業や職場体験活動等により、産業技術の社会的

価値や重要性についての理解や、児童・生徒の将来の進学や就職について具体的なイメ

ージ、職業観等の醸成を図ることができる。

事業費(千円)

2 3 4 5 6 計

11,400 10,800 10,800 10,800 10,800 54,600

国県補助事業等の名称、補助率等

関係市町村の役割分担に係る基本的な考え方

日向市が事業実施についての調整等を行う。
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６．ＰＤＣＡサイクルの構築及び成果指標の設定

（１） 施策・事業の効果検証

施策の成果を定期的に検証し、毎年見直しを行いながら、共生ビジョンの着実

な推進と事務の効率化、適正化に努めます。

（２） 施策・事業の成果目標の設定

＊事後検証：令和７年度実施予定

① 人口、高齢化率の目標設定

※人口、高齢化率ともに H22 国調と H27 国調の推移より、目標値及び中間値を算

出する。

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

日向圏域

定住自立圏共

生ビジョン
●

検証・見直し

●

検証・見直し

●

検証・見直し

●

検証・見直し

項 目 現状値(R2.3） 中間値(R5.3) 目標値(R7.3)

圏域における将来人口

圏域独自の人口推計シミュレ

ーションによる数値の確保

86,279 人 85,131 人 83,983 人

圏域における高齢化率

圏域独自の人口推計シミュレ

ーションによる数値の確保

34.5％ 36.8％ 39.5％



①人口、高齢化率の目標設定

現状値（R6.2）

82,128人

36.3%

②各取組における成果指標の設定

指標 現状値(R6.2) 目標値（R7.3）

1 初期救急医療体制の確立 初期救急診察患者の年間数 403 540人 2次救急医療機関の軽減 全市町村

2 育児に対する支援の充実 麻しん風しんの年間予防接種率 72.7% 100.0% 感染症予防に対する啓発や予防接種の推進、支援制度の拡充 日向市

1
高齢者の社会参加と生きがい
づくり支援

高齢者クラブへの年間加入者数 3,083人 5,500人
高齢者クラブや健康づくりのためのスポーツ活動への参加を促
進

全市町村

2 児童虐待防止体制の強化
児童虐待防止に関する年間の啓発活
動回数

5回 14回
児童相談所などの関係機関と連携し、支援が必要な保護者・子
どもの相談体制の充実

日向市

1 圏域ブランドの確立 椎茸種駒購入費の年間助成件数 69件 250件 「宮崎乾しいたけ」の安定した生産や、生産者の所得の向上 全市町村

2 循環型林業システムの構築 杉コンテナ苗木の生産量の累計 318.5万本 177.1万本
「伐って、使って、すぐ植える」
杉苗の供給体制を整え、林業の担い手を確保

日向市

地域公共交通ネット
ワークの
構築

1
地域公共交通ネットワークの
維持・強化

圏域路線バス年間利用者数 105,893人 153,300人
利用者数の増加による補助路線を確保し、安定した運行体制
の継続

全市町村

交流・移住の
促進

2 移住相談体制の確立
移住支援制度や移住相談会等により把
握した移住者の累計

562人 275人
移住相談窓口の充実や移住定住促進協議会の設置による移
住者支援体制の構築

日向市

1 職員の育成 研修受講者の年間満足度 91.00% 90.80%
職場、研修制度、人事制度の連携による、職員の意識改革や
政策形成能力の向上

日向市

2 広域連携の推進
日向・東臼杵市町村振興協議会での新
規事業数の累計

12事業 12事業
圏域の職員が各分野における課題の共有と連携による解決能
力の向上

全市町村

項目 目標値（R7.3）

圏域における将来人口
　圏域独自の人口推計シュミレーションによる数値の確保

83,983人

圏域における高齢化率
　圏域独自の人口推計シュミレーションによる数値の確保

39.5%

重要業績評価指標（ＫＰＩ）
大区分 政策分野 施策 取組内容等 連携市町村

生
活
機
能
の
強
化

医療

福祉

産業振興

結
び
つ
き
や
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
強
化

圏
域
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
能
力
の
強
化

人材育成
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